
７請願第４号 

 

   家族従業者の人権を守るために所得税法第５６条廃止を求める意見書の

国への提出を求める件 

 

受理年月日  令和７年(2025年)１２月１日 

請 願 者  越谷市大字弥十郎１８７番地３ 

埼玉東民主商工会 

婦人部代表 真 木 裕 子 

紹 介 議 員  工 藤 秀 次、山 田 大 助 

請願の要旨   家族従業者の人権を守るために所得税法第５６条を廃止する

よう国に意見書を上げてください。 

請願の理由   地域経済の担い手である中小業者の営業は、家族全体の労働

によって支えられています。家族従業者が家業で働いている事

実があっても、所得税法第５６条（以下「５６条」という。）

条文は、家族従業者の働き分は、働いている当人の所得にはな

らず、事業主の資産としています。事業主の所得から配偶者８

６万円、それ以外の親族は５０万円の専従者控除を認めるだけ

です。個人の労働が生み出した資産を事業主の資産と法律がみ

なしていることになり、働いている本人の基本的人権を著しく

侵害しています。控除額の８６万円、５０万円を仮に働いた本

人の所得として換算し、８時間労働で計算すると時給３８９円 

       と２２６円となり、労働基準法で定められた最低賃金の３分の 

       １、５分の１以下です。家族従業者の労働が労賃となっていな

いため、昨年の定額減税では、当初、家族従業者は対象外とさ

れていました。労働しているのに１人の労働者としてカウント

されず、配偶者や扶養家族の控除も受けていないからです。私

たちの抗議を受け厚生労働省は誤りに気が付き、１年遅れで急

遽今年に減税を実施の予定です。また家族従業者の労賃を必要

経費と認めていなかった歴史的経緯が、下請けの低単価・低工



賃の大きな要因となっています。様々な社会的保障が労賃の無

い基準で計算され大きな社会的損失を受け、零細事業者の衰退

に拍車をかけ後継者不足の一因ともなっています。 

        ５６条は、明治２０年の所得税法の施行に伴い、戸主制の下

に制定された世帯課税の考え方の条文です。シャウプ勧告によ

り、基本的人権を尊重した個人単位課税が原則の、現行法制施

行から７５年がたちました。家事関連費との区別が困難、所得

隠しを防ぐなどを理由として、農業や漁業を含む自営業者のみ

世帯課税が正当化されてきましたが、当時とは社会状況も大き

く変化しています。パソコンやスマホの普及で個人事業者の９

割が事業費を家事費とは分けて記帳するようになっています。

平成２６年からはすべての事業者に記帳が義務付けられ、申告

の仕方で差別する根拠もなくなりました。第１９０回国会財務

金融委員会で麻生財務大臣（当時）が「資産の状況を記帳する

青色としない白色の記帳にはレベルの差があるので、国連女性

差別撤廃委員会（ＣＥＤＡＷ）の指摘はあたらない」と答弁し

ていますが、資産の記帳が無い青色申告もあり、この答弁には

根拠がありません。本来申告の仕方で差別し、働いている事実

を無いものとする法律自体が問題です。７５年前の法律の前提

の社会的状況が崩れてきている以上、この記帳義務付けと同時

に５６条は廃止すべきだったと考えます。 

        また個人の人権に対する社会の見方も大きく変わり、男女共

同参画基本法が成立し、各地の自治体には地域で基本法を推し

進めるべく条例が制定されています。越谷市男女共同参画推進

条例では「男女の個人としての尊厳が重んぜられること。」、

「男女が性別による差別的取扱い（直接的であるか間接的であ

るかを問わないあらゆる差別的取扱いをいう。）を受けないこ 

       と。」と謳われています。５６条に男女の規定はありませんが、 

       法律成立の時代背景からも現実的にも、家族従業者の８割は女

性です。全国５８３自治体の議会が「５６条の廃止を求める意



見書」を国にあげています（２０２５年９月）。埼玉県市町村

税務協議会は行政の立場から、５６条について時代に即した税

制の見直しを行ってほしい旨、毎年国へ要望を行っています。 

        多くの主要国では、家族従業者の人格・人権・労働を正当に

評価し、その働き分を必要経費に認めています。第７回及び第 

       ８回審議に続き、第９回国連女性差別撤廃委員会（ＣＥＤＡＷ） 

       は、日本政府に対して、「女性の経済的自立を促進するため、

女性の家族経営企業での労働を認めるよう所得税法第５６条を

改正すること」と勧告しました。しかし国会では、麻生内閣か

ら始まり民主党政権を経て現在に至るまで、５６条問題は何回

も「研究、見直し、検討」の答弁が繰り返されています。第１

９０回国会でも「５６条を含めた所得税法の丁寧な検討」の答

弁をし、また第４次男女共同参画基本計画では「商工業等の自

営業における家族従業者の実態を踏まえ、女性が家族従業者と

して果たしている役割が適切に評価されるよう、税制等の各種

制度の在り方を検討する」との閣議決定までしましたが、いま

だに具体的な検討が始まりません。地域の中小業者や家族従業

者の生活実態を踏まえた所得税法第５６条見直しの要望を、国

に出してください。 

        署名１，５２０筆を添え、地方自治法第１２４条の規定によ

り上記のとおり請願いたします。 

 

――――総務常任委員会・付託―――― 

 

 


